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（議事日程） 

日程第１  報告事項   令和元年度教育施策説明会（前期）の実施結果

について 

日程第２  報告事項   幼児教育・保育の無償化に伴う区立こども園の

食材料費の負担について（案） 

日程第３  報告事項   目黒区立学校（園）における留守番電話自動応

答装置の運用等について 

日程第４  報告事項   学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果

について 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長      令和元年第２４回目黒区教育委員会定例会を開会いたします。

本日の欠席委員、欠席職員はおりません。署名委員は、後藤委員

です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  令和元年度教育施策説明会（前期）の実施結果について（報告

事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  幼児教育・保育の無償化に伴う区立こども園の食材料費の負担

について（案）（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第３  目黒区立学校（園）における留守番電話自動応答装置の運用等

について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

○委員    ４の留守番電話自動対応時の対応のところですが、２１時まで

は各学校の夜間・休日対応番号に連絡することを保護者の方はあ

らかじめ把握しているのでしょうか。 

また、子どもが帰って来なく、心配だという場合に、この夜間・

休日対応番号に電話すると、どういう流れになるのかも教えてい

ただけますか。 

○説明員   保護者への番号のお知らせでございますが、７月中旬に保護者

に周知と書いてありますとおり、事務局で保護者宛ての周知の見
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本を学校に配付いたしまして、その中に、２１時まで学校警備員

がお受けしますということで、夜間・休日対応番号を記載してお

ります。併せて、２１時以降の区役所の番号も記載するという形

でお知らせをいたします。 

       また、２１時までの対応でございますが、現在も学校開放等で

警備員が２１時までは勤務しておりまして、電話を受けるという

形になります。そして、２１時以降につきましては、区役所の夜

間受付が電話を受けます。それぞれ学校長の公用携帯電話の番号

を把握しておりますので、そちらに必要に応じて連絡するという

形になります。そして、学校長から、内容に応じて保護者へ連絡

させていただくということを想定しております。 

○委員    警備員の方がこの電話をとられるということですよね。これか

ら留守番電話が設置されると、その方が対応することが多くなる

と思うのですが、その方が学校長に連絡するのかしないのか判断

するのでしょうか。その警備員の方の判断によるものなのかとい

う点は、大きなことだと思うので、そのあたりを教えていただけ

ますか。 

○説明員   今の時期ですと、学校では保護者会も開かれておりますので、

まず、保護者の方にこういった留守番電話の活用を行うことと、

緊急の対応が必要なものについては、警察に連絡をしていただく

ようにお願いするなど、詳しい説明をさせていただきます。それ

でも、運用開始後しばらくは、同様の内容について連絡が来るこ

とも多いかと思います。学校長に連絡が行くこともございましょ

うし、学校に残っている職員に相談するというケースも出てまい

ると思いますが、そういった状況も事務局で確認しながら、新た

な方式が浸透するよう対応していきたいと考えております。 

○委員    運用してみないとわからないところは多々あると思うのですが、

保護者の方や警備員の方に十分に説明していただくようお願いし

ます。 

○教育長   こういったときの対応として、学校警備員の役割というのは、

書面にしているのでしょうか。 

○説明員   学校警備員の役割の中で、学校の電話の応対も入ってございま

す。ですので、１８時に全ての教員が退勤した場合には、警備員

が今でも電話を受けているという状況です。そういった場合にど

う対応するかについては、警備員と学校の管理職とが話し合って

運用を決めているという状況です。 
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○教育長   そうすると、今までの職務内容に変更はないという理解でいい

のですか。 

○説明員   はい。特に今回のケースに当たって、学校警備の今の職務分掌

を変えるということは必要ないと考えています。 

○委員    方向性としては正しいと思うのですが、今後この運用の状況を

報告していただきたいと思います。これは要望です。 

○教育長   学校長の公用携帯電話の番号は、保護者の方に公表しているの

ですか。それとも、今回のことを契機に公表するのですか。 

○説明員   校長の公用携帯電話の番号を保護者に案内するかに関しては、

学校長によって判断が異なっておりまして、実際に保護者に校長

の公用携帯電話の番号を教えている学校もあれば、教えていない

学校もあるという状況です。 

○教育長   先ほどの説明だと、保護者への周知のときに、校長の公用携帯

電話の番号をお示しするように聞こえたのですが、それはやらな

いんですね。 

○説明員   基本的には、校長の公用携帯電話の番号を直接案内するのでは

なく、学校の夜間・休日対応番号を案内するということでござい

ます。 

       ただ、既に校長の公用携帯電話の番号を保護者に案内している

学校も現実にはあります。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４  学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について（報告

事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございませんか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

 

〇教育長   その他なにかございますか。 

以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時５分閉会） 


